
 

福祉局特定事業所長専決事項 

 

（趣旨） 

第１条 事務専決規程（昭和３８年達第３号。以下「専決規程」という。）第２１条の規定に

より、特定事業所長（専決規程第２条第３号に規定する特定事業所長をいう。以下同じ。）

の専決事項については、別に定めるもののほか、この定めによる。 

 

（特定事業所長専決事項） 

第２条 専決規程第３条の規定に基づいて福祉局長が専決している次の事項については、専

決規程第２１条の規定に基づき、当該の特定事業所長に専決させるものとする（ただし、

特定事業所長の職にある者に対する専決については除く。）。 

（１） 特定事業所（事業所事務分掌規則（昭和３７年規則５号）第３条に定める事業所を

いう。）に勤務する部長級職員の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他

勤務に係る命令、休暇の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関するこ

と 

 

（弘済院長専決事項） 

第３条 弘済院長は、前条に定めるものを除くほか、専決規程第３条の規定に基づいて福祉

局長が専決している次の事項について専決できるものとする（ただし、新たな事務事業等

に伴う職の設定に関する専決については除く。）。 

（１） 非常勤の嘱託職員（附属機関の委員及びこれに準ずる者を除く。）の委嘱及び解嘱

に関すること 

（２） 会計年度任用職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２第１項に規

定する会計年度任用職員をいう。）の任免に関すること 

（３） 地方公務員法第22条の３第１項若しくは第26条の６第７項第２号又は地方公務員の

育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第６条第１項第２号の規定によ

り臨時的に任用される職員の任免に関すること 

（４） 地方公務員法第26条の６第７項第１号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第

６条第１項第１号若しくは第18条第１項の規定により任期を定めて採用される職

員の任免に関すること 

 

 

附則 

この事項は、平成１８年１２月１日から施行する 

附則 



 この事項は、平成２４年４月１日から施行する 

附則 

 この事項は、令和４年９月１５日から施行する 

 


